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和歌山市告示第１６１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下新出自治会 代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月４日 

 （令和８年４月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１６２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

古屋自治会 代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月１日 

 （令和８年４月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第１６３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下和佐自治会 代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年３月２２日 

（令和８年４月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第１６４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月１７日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

名草グリーンタ

ウン自治会 

代表者の

氏名及び

住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年３月２０日 

主たる事

務所の所

在地 

（登載省略） （登載省略） 

 （令和８年４月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１６５号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により地籍調査を実施するので、同法第７

条の規定により告示する。  

  令和８年４月１７日  

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 事業計画が定められた年月日  令和８年４月７日 

２ 調査を実施する者の名称    和歌山市 

３ 調査地域           湊の一部 

                 紀三井寺の一部 

                 布引の一部 

布施屋の一部 

本脇の一部 

西庄の一部 

つつじが丘六丁目 

上野の一部 

福島の一部 

三葛の一部 

北野の一部 

野崎の一部 

北島の一部 

梶取の一部 

秋月の一部 

４ 調査期間           令和８年４月７日から令和９年３月３１日まで 

（令和８年４月１７日掲示済） 
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和歌山市告示第１６６号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年４月１１日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年４月７日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和８年４月９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年４月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第１６７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、美園公園及

び鳴滝公園 

令和８年４月３日、同月６日、同月１３日及び同月１５

日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年４月１７日掲示済）  
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和歌山市告示第１６８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和８年４月１８日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等

放置禁止区域 

令和８年１月６日及び同月１５日 令和８年１月１６日 

和歌山市内一円市道上及び無料

駐輪場 

令和８年１月１３日 令和８年１月１６日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番地１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和８年４月１７日掲示済）
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和歌山市告示第１６９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和歌山市南畑

自治会 

代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月１２日 

 （令和８年４月２０日掲示済） 
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和歌山市告示第１７０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和佐関戸南

自治会 

代表者の氏名

及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年３月２８

日 

 （令和８年４月２０日掲示済） 
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－13－ 

和歌山市告示第１７１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和８年４月２０日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和７年度 

 

第８期 

第９期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和８年４月３０日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和８年４月２０日掲示済）  
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－14－ 

和歌山市告示第１７２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

府中御坊自治会 代表者の氏名

及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月４日 

 （令和８年４月２１日掲示済）  
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－15－ 

和歌山市告示第１７３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

加太サニータウン

自治会 

代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月１２日 

 （令和８年４月２２日掲示済）  
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－16－ 

和歌山市告示第１７４号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和８年４月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和８年４月２３日掲示済） 
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－17－ 

和歌山市告示第１７５号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和８年４月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和７年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和８年５月１１日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和８年４月２３日掲示済）
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－18－ 

和歌山市告示第１７６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

府中御坊自治会 主たる事務所

の所在地 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月２４

日 

（令和８年４月２４日掲示済） 
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－19－ 

和歌山市告示第１７７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市内の別図１に示す町の区域及び

名称を別図２に示すとおり変更する。 

この町の区域及び名称の変更は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第４項の規定によ

る換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずる。 

   

令和８年４月２４日 

                                  和歌山市長  尾 花 正 啓 
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－20－ 
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－21－ 

 （令和８年４月２４日掲示済） 
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－22－ 

和歌山市告示第１７８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

松江第１８区自治

会 

代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載書略） 令和８年４月４日 

 （令和８年４月２７日掲示済） 
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－23－ 

和歌山市告示第１７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和歌山市山口地区

平岡上自治会 

代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月５日 

 （令和８年４月２７日掲示済） 
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－24－ 

和歌山市告示第１８０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和８年４月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

 

令和８年度 

（令和７年度分） 

介護保険料納入通知書 令和８年度随時１期の納期は、 

令和８年５月７日に変更する。 

 

（別紙省略） 

（令和８年４月２７日掲示済） 
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－25－ 

和歌山市告示第１８１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和８年４月２８日 

                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和７年度 

 

第９期 

 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和８年５月８日に変更する。 

 

（別紙省略） 

（令和８年４月２８日掲示済） 
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－26－ 

和歌山市告示第１８２号 

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税

督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できないので和

歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

  令和８年４月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（別紙省略）  

（令和８年４月３０日掲示済）
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－27－ 

和歌山市告示第１８３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

神波自治会 代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月１２日 

 （令和８年４月３０日掲示済）  
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－28－ 

和歌山市告示第１８４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年４月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

禰宜自治会 代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年３月２２日 

 （令和８年４月３０日掲示済） 
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－29－ 

和歌山市告示第１８５号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類

の送達ができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８

条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者

の申出により交付する。 

  令和８年４月３０日 

                                             和歌山市長 尾 花 正 啓 

                         

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年５月２５日に変

更する 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年５月２５日に変

更する 

令和７年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年５月２５日に変

更する 

令和８年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和８年５月２５日に変

更する 

（別紙省略） 

（令和８年４月３０日掲示済） 
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－30－ 

和歌山市告示第１８６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

 令和８年４月３０日 

 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓   

  

整理番号 路線名 
起点 

備考 
終点 

１１－２６４ 宮２６４号線 
和歌山市有家  
和歌山市有家 

 

１９－１２８ 三田１２８号線 
和歌山市和田  
和歌山市和田 

 

２２－４２４ 貴志４２４号線 
和歌山市向 

和歌山市向 

 

 

２２－４２５ 貴志４２５号線 
和歌山市向  
和歌山市向 

 

２５－１８４ 岡崎１８４号線 
和歌山市森小手穂  
和歌山市森小手穂 

 

２５－１８５ 岡崎１８５号線 
和歌山市神前  
和歌山市神前 

 

２５－１８６ 岡崎１８６号線 
和歌山市井辺 

和歌山市井辺 

 

３２－７７ 直川７７号線 
和歌山市直川 

和歌山市直川 

 

３２－７８ 直川７８号線 
和歌山市直川 

和歌山市直川 

 

３２－７９ 直川７９号線 
和歌山市直川 

 

和歌山市直川 

（令和８年４月３０日掲示済） 
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－31－ 

和歌山市告示第１８７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和８年 

４月３０日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年４月３０日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

 

整理番号 路線名 
起点 延長 幅員 

終点 （ｍ） （ｍ） 

１１－２６４ 宮２６４号線 

和歌山市有家３６８番１４地先 

     ～ 

和歌山市有家３７０番１地先 

 ６．００ 

１２６．２ ～ 

 １０．４０ 

１９－１２８ 三田１２８号線 

和歌山市和田１２３３番８地先 

     ～ 

和歌山市和田１２３２番７地先 

 ６．００ 

８１．４ ～ 

  ７．２０ 

２２－４２４ 貴志４２４号線 

和歌山市向２３番３地先   

     ～ ７４．６ ６．００ 

和歌山市向６４番８地先   

２２－４２５ 貴志４２５号線 

和歌山市向２３番４地先 

     ～ 

和歌山市向６４番３地先 

  

２２．５ ６．００ 

  

２５－１８４ 岡崎１８４号線 

和歌山市森小手穂１２４０番１地先   

     ～ １１１．２ ６．００ 

和歌山市森小手穂 

１２３８番１５地先 

  

２５－１８５ 岡崎１８５号線 

和歌山市神前８番５地先   

     ～ ７１．０  ６．００ 

和歌山市神前８番２６地先    

２２－１８６ 岡崎１８６号線 

和歌山市井辺２７１番２地先   

     ～ ５５．２ ６．００ 

和歌山市井辺２６９番１地先   

３２－７７ 直川７７号線 

和歌山市直川６２３番２３地先   

     ～ ２１．８ ６．００ 

和歌山市直川６２８番２５地先   

３２－７８ 直川７８号線 

和歌山市直川６７８番２１地先       

     ～ ５０．２ ６．００ 

和歌山市直川６７８番２０地先   

３２－７９ 直川７９号線 

和歌山市直川６７８番２８地先   

     ～ １０．０ ６．００ 

和歌山市直川６７８番２９地先   

（令和８年４月３０日掲示済）  
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－32－ 

和歌山市告示第１８８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更 

する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年４月３０日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 

旧

新

別 

路線名 
起点 

終点  
備考 

２５－１５５ 

旧 岡崎１５５号線 
和歌山市神前 

和歌山市神前 
 

新 岡崎１５５号線 
和歌山市神前 

和歌山市神前 
終点の変更 

３０－１０６ 

旧 南畑黒谷線 
和歌山市黒谷 

和歌山市黒谷 
 

新 南畑黒谷線 
和歌山市黒谷 

和歌山市黒谷 
終点の変更 

３２－７０ 

旧 直川７０号線 
和歌山市直川 

和歌山市直川 
 

新 直川７０号線 
和歌山市直川 

和歌山市直川 
終点の変更 

（令和８年４月３０日掲示済）  
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－33－ 

和歌山市告示第１８９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和８年 

４月３０日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年４月３０日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２５－１５５ 

旧 岡崎１５５号線 
和歌山市神前２番４地先 

和歌山市神前１番３地先 
１０４．３ 

６．００ 

～ 

 ６．９０ 

新 岡崎１５５号線 
和歌山市神前２番４地先 

和歌山市神前９番６地先 
１５４．８ 

６．００ 

～ 

７．１０ 

３２－７０ 

旧 直川７０号線 
和歌山市直川６７８番３地先 

和歌山市直川６７８番５地先 
７５．２ 

 

６．００ 

  

新 直川７０号線 
和歌山市直川６７８番３地先 

和歌山市直川６７８番２６地先 
１７４．９ 

 

 ６．００ 

 

（令和８年４月３０日掲示済）  
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－34－ 

和歌山市告示第１９０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年５月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和歌山市貴志地

区東出自治会 

代表者の氏

名及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年４月１１日 

 （令和８年５月１日掲示済）  
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－35－ 

和歌山市告示第１９１号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事

業者の指定をしたので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年５月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１５７９ 

個別サポート

教室こころん

＋ 

和歌山市毛見１

１０６－２ メ

ゾン浜の宮１０

３号 

放課後等デイサー

ビス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

株式会社一生 和歌山県和歌山市木広町５－２－

１５ プレサンスロジェ３０２ 

令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 

 

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

０２６６ 

ハミング子ど

も教室 

和歌山市口須佐

３７－６ 

放課後等デイサー

ビス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

ＮＰＯ法人Ａ

ＤＬサポート

センター・ハ

ミング 

和歌山県和歌山市口須佐３７－６ 令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 
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－36－ 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１５８７ 

こころば 和歌山市松島３

９０番地１ 

児童発達支援・放

課後等デイサービ

ス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

社会福祉法人

紀之川保育園 

和歌山県和歌山市松島１２１－１ 令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 

 

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

※放課後等デイサ

ービス 

３０５０１０

１６０３ 

みらい発達塾

ダック 秋葉

校 

和歌山市和歌浦

西１丁目１－１

４ 

放課後等デイサー

ビス・保育所等訪

問支援 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

株式会社健康

まんてん 

和歌山県和歌山市神前８５－５ 令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 

 

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１６１１ 

児童発達支援

事業所 わっ

しょい 

和歌山市北中島

１丁目５－１ 

児童発達支援 １０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

菱岡工業株式

会社 

和歌山県和歌山市中島５２８番地 令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 
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－37－ 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１５９５ 

ほほえみ・あ

しすと 

和歌山市鷺ノ森

堂前丁２９番地

２ 

児童発達支援・放

課後等デイサービ

ス 

１０人 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

有限会社ほほ

えみ 

和歌山県和歌山市梅原１８５－７ 令和８年５月１日 令和１４年４月３

０日 

（令和８年５月１日掲示済）  
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－38－ 

和歌山市告示第１９２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和８年５ 

月１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年５月１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１３－５９ 松島出水線 

和歌山市加納３７５番３地先 

      ～ 

和歌山市加納３７５番４地先 

旧 ５１．８５ 

４．２０  

～ 

４．５０  

新 ５１．８５ 

６．３０ 

～ 

６．６０ 

（令和８年５月１日掲示済）  
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－39－ 

和歌山市告示第１９３号 

次のとおり供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示 

する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和８年５月１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

２８－１１ 本渡小瀬田線 

和歌山市冬野１５２８番１地先 

      ～ 

和歌山市冬野１５３０番２地先 

令和８年５月１日 

２８－１１ 本渡小瀬田線 

和歌山市冬野１５４２番１２地先 

      ～ 

和歌山市冬野１５４２番２地先 

令和８年５月１日 

（令和８年５月１日掲示済）  
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－40－ 

公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市紀三井寺字大垣内５２９番４ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した

者の確認を得ずに調査を行う。 

（令和８年４月１７日掲示済）
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－41－ 

公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市布引字川口７８８番２ 

  和歌山市布引字川口７９１番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した

者の確認を得ずに調査を行う。 

（令和８年４月１７日掲示済）
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－42－ 

公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和８年４月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市布引字川口８０５番１ 

  和歌山市布引字川口８０６番１ 

  和歌山市布引字川口８０６番４ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した

者の確認を得ずに調査を行う。 

（令和８年４月１７日掲示済）
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－43－ 

公   告 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

 

令和８年４月２０日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画第一種市街地再開発事業の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  追加する部分 

和歌山市東蔵前丁 

       屏風丁 

       杉ノ馬場一丁目 

 

の各一部  

 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

 

４ 縦覧期間 

 令和８年４月２０日（月）から５月８日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和８年４月２０日掲示済）  
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－44－ 

公   告 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

 

令和８年４月２０日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画高度利用地区の変更 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  追加する部分 

和歌山市東蔵前丁 

       屏風丁 

       杉ノ馬場一丁目 

 

の各一部  

 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

 

４ 縦覧期間 

 令和８年４月２０日（月）から５月８日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和８年４月２０日掲示済） 
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－45－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和８年４月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市松島字古宮３９０番１、３９１番１０ 
和歌山市松島１２１番地１    

社会福祉法人紀之川保育園 理事長 森本 登  

（令和８年４月２２日掲示済） 
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和８年４月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市上野字筋ノ尾４７５番４９ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した

者の確認を得ずに調査を行う。 

（令和８年４月２３日掲示済）
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公 告 

 

次のとおり一般競争入札（事前審査型制限付き一般競争入札）を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 令和８年４月２４日 

    和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 入札に付する事項 

（１）件名 一般廃棄物（粗大ごみ）収集運搬業務委託 

（２）概要 仕様書のとおり 

（３）履行期間 令和９年４月１日から令和１５年３月３１日まで 

（４）入札参加形態 単体 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項  

本件契約に係る入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当しない者であること。  

（２）和歌山市に対し納付すべき市税並びに消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納がない者であ

ること。 

（３）本件契約に係る競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び入札参加資格を確認する資

料（以下「確認資料」という。）の提出期限の日から本件契約に係る入札（開札）の日までのいずれかの日

において、和歌山市物品等調達業者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。  

（４）前号に掲げる期間において、和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領に基づく

排除措置を受けていない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項に基づく更生手続開始の申立て（同 

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）がなされてい

る者にあっては同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００条第１項の規定による更生計画認可の

決定後（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる再生事件に係るものを含む。）に、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づく再生手続開始の申立

てがなされている者にあっては同法第１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定後に、それぞれ和

歌山市の競争入札参加資格の再認定を受けていること。 

（６）本公告の日現在、和歌山市契約規則（平成１５年規則第８３号）及び和歌山市物品等調達業者競争入札参

加資格審査基準に基づく競争入札参加有資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されている者

であること。 

（７）和歌山市の一般廃棄物（ごみ）収集運搬業の許可又は一般廃棄物処分業の許可を有する者であること。 

ただし、一般廃棄物処分業の許可を有する者は、和歌山市廃棄物対策課に登録した許可車両を有する者に

限る。 

（８）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第５項第４号イからヌまでのい

ずれにも該当しないこと。 

 （９）本業務を遂行するに足りる財政的基礎を有している者であること。 

３ 入札手続等 

（１）担当部局 

   和歌山市湊１３４２－３９ 

   和歌山市市民環境局環境部収集センター ストックヤード 電話番号 ０７３－４３５-５５６０ 

（２）契約条項を示す期間及び場所  

期間  本公告の日から本件契約に係る入札（開札）の日までの午前９時から午後５時まで  

ただし、休日等（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日 

及び土曜日をいう。以下同じ。）を除く。 
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   場所 和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市市民環境局環境部廃棄物対策課 電話番号 ０７３－４３５－１３５２  

（３）業務説明会の日時及び場所 

      業務説明会は実施しません。  

（４）申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法  

期間 本公告の日から令和８年５月１５日（ 金 ）までの午前９時から午後４時まで  

ただし、日曜日を除く。  

場所  和歌山市湊１３４２-３９  

   青岸クリーンセンター５階ストックヤード事務所 電話番号 ０７３－４３５－５５６０ 

   方法  持参、郵便又は信書便（提出期間内に到着したものに限る。）によるものとし、電送によるものは

受け付けない。 

（５）郵便入札における説明及び注意事項、業務説明書及び申請書の入手方法 

      和歌山市ホームページからのダウンロードとする。 

      和歌山市ホームページ 

      http://www.city.wakayama.wakayama.jp/ 

（６）入札（開札）の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

   日時 令和８年５月２８日（ 木 ）午前１１時００分 

   場所 和歌山市七番丁２３番地  

和歌山市役所 東庁舎４階 入札室 

   方法  郵便による入札とする。（提出方法は、郵便入札における説明及び注意事項によるものとする。) 

（７）入札書の到着期限 令和８年５月２７日（水） 日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局必着 

４ その他 

（１）前払い制度 

   適用しない。 

（２）部分払い制度 

   適用しない。 

（３）議会の議決 

   不要である。 

（４）入札保証金 

   不要である。 

（５）契約保証金 

 不要である。 

（６）最低制限価格の設定 

   有り 

（７）契約書作成の要否 

   必要である。 

（８）入札の無効 

   入札説明書に記載する「入札の無効」に抵触する入札は、無効とする。 

（９）その他 

   郵便入札における説明及び注意事項に示すとおり。 

（令和８年４月２４日掲示済） 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和８年４月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市湊字中洲坪１８０５番１ 

  和歌山市湊字中洲坪１８０５番１８ 

  和歌山市湊字中洲坪１８０５番１９ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した

者の確認を得ずに調査を行う。 

（令和８年４月３０日掲示済）
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公告 

  和歌山市営墓地条例施行規則（平成４年規則第１６号）第２条の規定に基づき、和歌山市今福霊園使用者の募

集について、次のとおり公告する。 

    令和８年５月１日 

和歌山市長    尾 花 正 啓    

１  募集用地等 

（１）名称  和歌山市今福霊園 

（２）所在地  和歌山市今福２丁目２番４号 

（３）公募区画数  ７０区画 

（４）区画の大きさ １区画当たり９１ｃｍ×９１ｃｍ、１人につき本市指定の募集区画地のうち１か所 

（５）使用料  １区画につき４５０，０００円 

２ 申込みをすることができる者の資格 

    次の（１）から（３）までの全てを満たす者は、１人につき本市指定の募集区画地のうち１か所に限り、申

込みをすることができる。 

（１）申込み時に和歌山市に住民登録をし、居住している者 

（２）慣習に従って祭祀を主宰する者 

（３）死亡した人の遺骨があり、使用許可を受けた日から１年以内に埋蔵することができる者 

３ 申込みをすることができない者 

    次のいずれかに該当する者は、申込みをすることができない。 

（１）現在、今福霊園の使用許可を受けている者と同一世帯に属する家族の者 

（２）現在、今福霊園の使用許可を受けている者で、改めて使用区画数と同区画数以下の申込みをしようとする

もの 

（３）分骨のみの埋蔵を行う者 

（４）将来のため墓地を確保したい者 

４  申込書の配付 

    令和８年５月７日（木）から和歌山市役所東庁舎１階保険総務課及び和歌山市今福霊園管理事務所で配付し、

郵送による配付は原則として行わない。 

５  申込受付期間等 

（１）受付期間 令和８年５月２０日（水）から令和８年５月２９日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

（２）受付時間 各日とも午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）受付場所 和歌山市役所東庁舎１階保険総務課。なお、郵送による申込みは、原則として受付を行わない。 

６ 申込み時に必要な書類 

（１）申込みに当たっては、次の書類を提出すること。 

  ア 墓地使用申込書（指定様式） １部 

  イ 申請者本人の居住地が確認できる公的書類（マイナンバーカード、住民票、運転免許証等）写し １部 

  ウ 被埋蔵予定者又は被改葬予定者を確認できる書類（埋火葬許可証、戸籍等）写し １部 

（複数の者の遺骨がある場合は、被埋蔵予定者又は被改葬予定者のうち１人分でよい。） 

（２）使用が確定した者には、墓地使用許可申請書等の書類を改めて提出させる。なお、詳細は、対象となる者

に別途通知する。 

７ 使用区画等の決定 

（１）希望区画において申込みが重複したときは、公開抽選により使用予定者を決定する。重複していない場合

は、そのまま使用予定者とする。 

（２）公開抽選により決定した使用予定者が辞退した場合は、その区画を希望していた者の中から繰り上げて使

用予定者を決定する。なお、繰り上げる順番は、公開抽選時に決定しておく。 
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（３）墓地使用申込書を提出した後に別の区画に変更したい場合は、受付期間中であれば、１回に限り変更する

ことができる。 

（４）受付期間中は、保険総務課窓口で各区画の最新の申込状況を掲示するので、参考にすること。申込状況は、

電話でも答える。また、和歌山市ホームページでも公開する。なお、和歌山市ホームページでの申込状況

は、午後５時１５分現在のものを翌日午前９時頃に更新する予定である（土曜日及び日曜日を除く。）。 

（５）公開抽選の日時等は次のとおりとする。 

  ア 日時 令和８年６月１１日（木）午後１時３０分から 

  イ 会場 和歌山市役所 東庁舎４階 小会議室 

（６）申込受付終了後、抽選の有無等を申込者全員に郵送で通知する。 

８ 随時募集 

  今回の募集区画内で空き区画が生じた場合は、令和８年７月１日（水）から随時募集の申込受付を行う。詳

細については、保険総務課まで問い合わせること。 

９ その他 

（１）家族や他の親族の者による重複申込みを行った場合は、無効とする。 

（２）使用料とは別に、墓地の整備及び管理に要する費用の一部を、使用者から年間管理料として毎年徴収する。

年間管理料は１，５００円に使用区画１区画当たり２００円を加えた額とする。 

（３）問い合わせ先 

   和歌山市役所東庁舎１階保険総務課総務企画班 電話 ０７３－４３５－１０６９ 

   和歌山市今福霊園管理事務所         電話 ０７３－４２２－０６７７ 

（令和８年５月１日掲示済） 
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和歌山市選挙管理委員会告示第２３号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和８年４月２４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和８年５月１日（金）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市七番丁１７番地 

和歌山朝日ビルディング５階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて 

（２） 和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙における啓発ポスター及び啓発スローガンの選定

について 

（３） 和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙における投票所入場券の様式を定めるについて 

（４） 和歌山市議会議員一般選挙における投票用紙の様式を定めるについて 

（５） 和歌山市議会議員一般選挙における投票用封筒等の様式を定めるについて 

（６） 和歌山市議会議員一般選挙における投票用封筒等に押すべき印について 

 

 

                            （令和８年４月２４日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第１９号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により代表者氏名の変更の届出

があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和８年４月２８日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第０１３号 

変 更 年 月 日  令和８年４月１６日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名  株式会社小向商会 

営 業 所 所 在 地  和歌山市小松原通３丁目３０番地 

代 表 者 氏 名  代表取締役 小向 俊和 代表取締役 泉 匡 

（令和８年４月２８日掲示済）  

 


